
1． 業務名

市民ふれあいプラザ自家用電気工作物保安管理業務委託

２．電気対象物工作物の概要

　・需要設備

（１）設備容量 700ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ

（２）受電電圧 6600ﾎﾞﾙﾄ

　・非常用予備発電装置（２機）

（１）発電機定格容量 130ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ／450ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ

（２）発電機定格電圧 200ﾎﾞﾙﾄ／200ﾎﾞﾙﾄ

（３）原動機の種類 ディーゼル／ディーゼル

3． 業務内容

　受託者は、電気事業法及び電気関係法令に定める定期点検等を行い報告書を提出すること。

　なお、定期点検は月次点検を２か月に１回、年次停電点検を１年に１回行うものとする。

　また、必要に応じ臨時点検及び指導や助言、立入検査の立会を行うものとする。

　受託者は、発注者と協議の上、法令上必要な関係書類を作成すること。

4． 業務期間

　令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで

5． 法令等の遵守

　電気事業法その他関係法令で定められた方法で検査すること。

6． 事故防止

　受託者は安全を第一とし、事故防止に努めること。

7． 守秘義務

　本業務にあたって知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。

8． 損害賠償の責任

　受託者の責に帰する事由により、委託者若しくは第三者に損害を与えた場合は、受託者はその損

害を賠償しなければならない。

9． その他

　その他の事項については、その都度協議の上定めるものとする。

業務仕様書


